
野菊の利用について 

 

 

利用条件 

 ・介護保険の被保険者で要支援２以上の介護認定を受けておられる方 

 ・認知症の診断を受けておられる方 

 ・共同生活が送れる方 

 ・出水市内にお住いの方 

 ・継続的な医療行為が必要でない方 

 

定員 

２ユニット／１８名（朝陽棟・夕陽棟各９名） 

 

利用者負担額（３０日利用の場合） 

 （利用料） 

  要支援２：２２，２９０単位／月  要介護１：２３，５８０単位／月 

  要介護２：２４，６３０単位／月  要介護３：２５，３５０単位／月 

   要介護４：２５，８３０単位／月  要介護５：２６，３１０単位／月 

（食事） 

   ３０，０００円 

（宿泊） 

   ２４，０００円又は２５，５００円 

   ※居室の種類で異なります 

  

 ※要支援２を除き、医療連携加算（３９円×３０日）を加算しています 

 ※初期加算等、加算等介護保険の加算により変動する場合があります 

 ※別途介護保険上定められた加算をいただく場合があります 


